
　　　　

2026 年 1 月 26 日

月・火・水・
木・金・土

8 時 30 分から 15 時 45 分まで あり なし

健康・生活

運動・感覚

認知・行動

言語
コミュニケーション

人間関係
社会性

主な行事等 ・防災訓練

（別添資料１）

家族支援

・療育の見学後に保護者と連携を行います。
・お子様の発達や日常生活の困りごとについて相談にのり、助言を行います。
・保護者の方の療育見学も可能です。また、療育内容についての説明等も行い
ます。

移行支援

・保護者の希望に応じて、通園しているこども園等と連携を行います。
・放課後等デイサービスの利用への移行、こども園等から小学校への移行
について相談にのり、保護者の希望に応じて、移行先との連携を行いま
す。

地域支援・地域連携
・相談支援事業所、他の児童発達支援事業所等とも連携を行い、総合的にお子
様の支援ができるようにしていきます。

職員の質の向上
・各自の専門性に関する研修への参加
・虐待防止、権利擁護についての研修の実施、研修への参加
・所内研修の実施

支　援　内　容

・体温測定、健康観察を行います。
・規則的な施設利用やスケジュール提示により見通しがたち、安心して活動できるよう支援します。
・トイレや更衣動作、食事動作などの生活スキルが身につけられるようにします。

・遊びを通して、身体感覚を身につけていきます。
・様々な遊具を使用しダイナミックに体を動かし発達を促していきます。
・指の細かな動きを促す活動を行い、生活に結び付けていきます。

本
人
支
援

・絵カードなどを使用しマッチングや物の名前、用途などの理解を促します。
・パズルや積み木などを通して数や形の認識を促します。
・遊びの中で物事を色々な視点で考える力を養っていきます。

・自分の気持ちを適切に表現できるように支援していきます。
・課題やあそびの中でスタッフや同年代の子供とのやり取りを楽しめるように支援します。

・小集団活動を通して友達と一緒にいる楽しさを感じられるようにします。
・課題や遊びの中でルールを学べるように支援していきます。
・親子で一緒にたのしめる時間を過ごせるよう支援していきます。

支援方針
・専門職による専門支援
・地域のひとびと、自治体とのつながり、安心をとどける

営業時間 送迎実施の有無
※平日午前の
小集団のみ

法人（事業所）理念
こどもたちが幸せ（well-being）の中で生きていける世界の実現
～「障がい」を「ちがい」に。「ちがい」を「革新」に。～

事業所名 こども支援センター西条中央　児童発達支援 作成日支援プログラム


